
はしがき

筆者の協会の母体であるベストファームグループは、全国シルバー

ライフ保証協会、東京シルバーライフ協会のほか、各種国家資格者に

よる士業法人などで構成されています。グループ代表の斉藤浩ーは、

もともと司法書士として独立し、数多くの相続手続を手がける中で、

認知症や孤独死など、現代の高齢者が抱えるさまざまな問題を目の当

たりにしました。各種資格者がそろって提供する「ワンストップサー

ビス」を目指していた斉藤は、「この強みを活かせば、高齢者の問題

も解決できるのでは？」と考えたことをきっかけに、本事業を立ち上

げました。「オーカスタイル」というブランド名でサービスを開始し

た当初は、このようなサービスの前例がほとんどなく、士業の仲間か

らは「やめておいたほうがいい」と忠告されたそうです。しかし、単

身高齢者の増加とともに需要は拡大し、事業立ち上げから 10年以上

が経過し、累計1,700人以上のお客様をご支援させていただくに至り

ました。

もっとも、そんな私たちもコロナ禍では大きな困難に直面していま

す。ソーシャルディスタンスや外出自粛が求められる中で、新規入居

者の受入れを停止する施設が相次ぎ、身元保証の需要がなくなってし

まったのです。その間、私たちは耐え忍ぶだけでなく、自宅生活者向

けの支援を広げるため、自社のオンラインメディアを立ち上げて集客

を試みたり、死後事務委任契約の単独商品を開発したりと、なんとか

挽回しようと必死でした。預託金は安全に管理していても、身元保証

人が不在となってしまう契約者のことを考えると、決して事業をやめ

るわけにはいかないという強い使命感があったからです。

また、今でも斉藤は、相談会でとある参加者から「お前に金を預け

て本当に大丈夫なのか！？」と厳しい口調で問われた経験を、ことある

ごとに従業員に話します。我々が契約者からお預かりするお金は、そ



の人がこれからの人生を生きるために築き上げてきた大切な財産であ

ることを従業員に意識させるためでしょう。ようやく国からガイドラ

インが示され、業界団体も設立されました。今後は相談者からの信頼

も得やすくなることでしょう。しかしだからこそ、事業者はいっそう

の規律をもって事業運営に臨むべきであり、過去の日本ライフ協会の

ような事件を二度と繰り返してはなりません。

本書では、高齢者等終身サポート事業の広範な実務について、なる

べく全体像がつかみやすいようにコンパクトにまとめたつもりです。

本書を読むと、やることの多さに驚かれると思います。もしかした

ら、事業開始のハードルが高く見えてしまうかもしれません。しか

し、高齢化、長寿化、単身化が進む日本では、本事業の需要はますま

す高まっていきます。本書がこれから本事業を開始しようと考えてい

る方の一助となり、高齢者を支援する担い手となる仲間が増えること

を期待しています！

2026年 2 月

執筆者代表司法書士斉藤圭祐
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第 1 車高齢者等終身サポート事業とは

1 高齢者を取り巻く環境

数十年前と現代を比較すると、高齢者を取り巻く環境は大きく変化

しました。かつては、ご近所付き合いをはじめとした生身の交流が人

間関係の中心でしたが、現代では都市部への人口集中やデジタルデバ

イスの浸透、個々のライフスタイルの多様化等により、居住地域への

帰属意識や物理的な人間同士のつながりが希薄化する傾向にありま

す。また、多世代同居が一般的でしたが、核家族化の進行や晩婚化・

未婚化の増加で単身世帯や夫婦のみの世帯が増加の一途をたどってい

ます。

このような生活様式と家族形態の変化は、ライフステージにおける

高齢期から死亡までの人生の過ごし方や考え方に多大な影響を与えて

います。高齢者の介護や見守りは、血縁者だけで行うことが困難にな

り、多種多様な高齢者向けの施設や支援サービスが生まれ、介護保険

制度をはじめとする社会保障制度の中身も複雑化しています。

また、自身の最期について主体的に考える「終活」という概念が広

がり、現代用語として一般的に受け入れられています。終活という

と、葬儀や納骨、延命治療の希望といった、自身のエンディングに関

する準備が最初に思い浮かびます。しかし、それだけではなく、断捨

離のような簡単な片付けにはじまり、墓じまい、不動産の処分等、次

世代に負担を押し付けたり、他の人に迷惑をかけたりせずに終末期を

迎えたいというニーズが高まっているように思います。少し前までは

ごく自然のことだったはずの、若いうちはバリバリ働き、子育てを

し、高齢期になると家族や地域のコミュニティーで誰かを頼り、見守

られながら生涯を終えていくということが、とてつもなく難しくなり
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1 高齢者を取り巻く環境

ました。

ご存知のとおり、このような状況に対して国や地方自治体もさまざ

まな取組みを行っています。地域包括支援センターの運営や後見制度

の枠組みを使った従来型の支援に加えて、各自治体単位でも新しい支

援の形を模索しています。例えば、神奈川県横須賀市では、「わたし

の終活登録」事業を行っています。これは市民であれば誰でも、緊急

連絡先、かかりつけ医、葬儀の生前契約先、エンディングノートや遺

言書の保管場所などの情報を自治体に登録することで、本人の死亡の

際にはあらかじめ設定した情報開示先からの照会によって、その登録

情報が自治体から伝えられるという仕組みです。このような新しい取

組みが増えつつはありますが、国・行政の高齢化対策が十分な速度感

をもって進められているか？と問われると、残念ながら「間に合って

いない」といわざるを得ません。

それは令和 6 年版の高齢者白書の将来推計人口を見るとわかりま

す。白書では、 2070 （令和52) 年の日本では、総人口は9,000万人

を下回り、約 4 人に 1 人が75歳以上、現役世代1.3人で 1 人の65歳以

上の者を支える社会が到来すると予測されています。わずか数十年先

の未来を予測したものです。これは、高齢者が今後も増えていくとい

う単純な話ではありません。この予測は、国内人口の減少、長寿化、

そして単身化が加速度的に進み、高齢者支援の需要が増大するにもか

かわらず、供給するための資源は逆に希少になっていくことを示唆し

ています。

このような早さで少子高齢化が進展する日本で、国や行政の手だけ

で高齢者すべての生活を維持することは不可能ではないでしょうか。

実際、経済産業省は2011年に出した報告書で、分野や業種を超えた

民間の担い手による高齢者サポートのネットワークを構築することを

提言しています。その報告書の中では、心と信頼のある「ライフエン

ディング・ステージ」の創出とそのサポートに携わる産業（ライフ

エンディング産業）の創出、その創出に関する環境整備と表現されて
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第 1 草高齢者等終身サポート事業とは

います。イメージ図を見ると、当時から高齢者支援を産業として民間

を巻き込むことを想定しており、我々士業も担い手となることを期待

されていたことがわかります。

ライフエンディング・ステージの概念：

①人生の終末や死別後に備えた生前からの準備を行うこと〈行動〉

②ライフエンドとその後の追族等による生活の再構築の時期〈時間〉

の双方を合わせた領域を指す概念

ライフエンディング産業の概念：

ライフエンディング・ステージにおいて、国民一人ひとりがその

状況に応じた適切な対応を受けるため、ライフエンドとその後のサ

ポートをシームレスに（継ぎ目なく）提供することなどを担うサー

ビス産業を指す概念

ヽ璽国〇 ライフエンディング・ステージのイメージ

医療・介護閲係者等 行政関係者・非営利組織

関係機関•関係者 宗教閲係者・葬祭関係者等

愚：；二，了1:;;::ら：：；；：：：：；；5そへのの後：~!f;i::::::<>:' ート
C 近籾者の死別に伴いば々な困闘が生じた遺族筍が安心・信頼して日常生活を営むことができるまでのサポート

［出典】安心と信頼のある「ライフエンディング・ステ＿ジ」の創出に向けて～新たな
「絆」と生活に寄リ添う「ライフエンディング産業」の構築～報告四 経済産業
省商務憐報政策局サービス産業室 (2011年 8月）
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2 i塁塁品雰髭翌
概要

高齢期を迎えた人々がサポートを必要とする領域は、行政、金融、

保険、不動産、医療、介護、宗教、葬儀、士業など広範な領域にまた

がります。では、本書で取り上げる「高齢者サポート」がカバーする

範囲はどこなのかというと、入院や施設入所等の「身元保証と手続き

の支援」、葬儀や死後の財産処分などの「死後事務」、「日常生活の支

援」の部分とされています。これらをサービスとして提供する事業を

「高齢者等終身サポート事業（以下、本事業）」といいます。ここで、

本事業がどのような経緯をたどって現在のようなサービス形態に収

まっていったのか、その背景を簡単に説明します。

就職時や賃貸住宅への入居時などで身元保証人を要求されるよう

に、入院時や高齢者施設入居時にも身元保証人が求められます。法律

上は医療や介護などの公的な保険サービスでは正当な事由がなければ

入院や入所を拒否できませんが（医師法19条 1 項）、実際の現場では

身元保証人や身元引受人を求めることが散見されます。総務省が

2022年に行った調査艇では、調査対象の病院、福祉施設等合わせて

9割以上が身元保証人を求めていることがわかっています。また、身

元保証人が用意できない場合の対応として、「入院・入所をお断りす

る」という回答を選択した施設が161 か所 (20.6%) 、病院でも28か

所 (5.9%) もあったそうです。こうなると、いわゆる「おひとりさ

ま」と呼ばれる単身高齢者は、身元保証人不在により医療や介護の提

供が受けられないかもしれないという大きな不安を抱えることになり

ます。

他方で、病院や施設側の立場に立ってみると、医療費の未払いや遺
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体・遺品引取りなどに対するリスクマネジメントを行わなければなら

ず、公的サービスとしての理想と、経営という現実との間に大きなジ

レンマを抱えている状態です。

料金を支払うことで身元保証人の役割を担う事業者には、そのジレ

ンマ解消が期待され、ニーズの高まりとともに事業として整備されて

いきました。契約者からの要望と病院・施設からの要請で、生前の生

活サポート、死後事務、遣品整理等の幅広い役割が求められ、現在の

高齢者等終身サポート事業におけるサービスの外形が固まっていきま

す。筆者の協会でも身元保証サービスを開始した当初から、契約者側

のニーズだけでなく、医療・介護施設側の要望に応える形で、都度

サービス内容や料金設定などを調整してきました。

既に述べたように、医療・介護などの高齢者支援の需要増加に対

し、供給側の資源が希少化し、バランスを保つことが難しくなってい

くことを踏まえると、なんでもかんでも医療・介護の現場に任せれば

よいという状況にはありません。高齢者等終身サポート事業は「高齢

者の支援」という側面ばかりにスポットライトが当たりがちですが、

実は医療・介護の事業を持続的に運営するためにも重要な存在なので

す。これらを考えると、高齢者等終身サポート事業の必要性は誰もが

認めるところではないでしょうか。それでは、冒頭に説明した高齢者

等終身サポート事業の主なサービス領域について概要を説明します。

※ 関東管区行政評価局「高齢者の身元保証に関する調査（行政相談

契機）一入院、入所の支援事例を中心として一」 (2022年 3 月 29

日） https://www.soumu.go.jp/main_content/000802882.pdf

田入院・入居の身元保証と手続き

本事業における「身元保証等サービス」は、医療機関への入院や介

護施設等への入居の際に、高齢者の身元保証人としての役割を事業者

が担い、煩雑な手続きを包括的にサポートするものです。医療機関や

施設の求めに応じ、入居契約書上の身元保証人、身元引受人、連帯保
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2 身元保証、死後事務、日常生活支援など各サービスの概要

証人等を引き受けます。また、入院・入居に必要な各種書類の準備、

医療機関や施設との事前相談や調整、契約手続の代行など、一連のプ

ロセスをコーディネートすることで、ご本人やご家族の精神的な負担

を軽減し、円滑な医療・介護サービスの利用を可能にします。身寄り

のない高齢者だけではなく、ご家族が遠方にお住まいで緊急時の駆け

つけに不安がある方々にとって、大きな助けとなります。医療機関や

介護施設側にとってもメリットがあり、相手が事業者であれば連絡が

取りやすく、身元保証人自身が高齢で緊急対応ができないといったこ

とも防ぐことができます。また、保証能力のある事業者が介入するこ

とで、医療費や施設利用料の未払いリスクの低減が期待でき、安定し

た事業運営の一助となります。

② 死後事務
「死後事務サービス」は、契約者本人がご逝去された後のさまざま

な手続きを、生前の委任契約に基づき代行するものです。具体的に

は、死亡届の提出、葬儀・火葬・埋骨に関する手配、遺品整理、住居

の解約手続、公共料金の精算、インターネットや電話の解約、関係者

への連絡など、多岐にわたる事務手続を、本人の意向に沿って適切に

実行します。本人の死後に事務を執行する性質上、事前にその内容を

契約として書面に残しておく必要があります。これにより、身寄りの

ない高齢者や、親族に負担をかけたくないという思いを持つ方は、余

計な不安を抱えることなく、人生のエンディングを迎えることができ

ます。法制度が十分に整備されていない死亡後の事務手続の「空白地

帯」を埋める役割を担うものです。医療機関や介護施設側にとって

は、葬儀代や遺品の保管や処分にかかるコスト負担のリスクがなくな

るほか、残置物の撤去などを行ってもらえることで、限りある居室の

スムーズな移転が可能になります。

17 
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固日常生活支援

「日常生活支援サービス」は、高齢者が可能な限り自立した豊かな

生活を送るためのさまざまな支援を提供するものです。具体的には、

日常の家事支援、健康管理支援、移動支援、安否確認、日常的に使う

金銭の管理、その他の生活に関する相談対応等が挙げられます。年齢

が上がるほど、必要となる支援の範囲も幅広くなっていくことから、

守備範囲を超えた要望が出てくることも多々あります。事業者として

どこまで対応するかはケースバイケースになりますが、契約者との関

係性が崩れないように、注意しながら対応するしかありません。事業

者によっては、入院・入居先に身元保証人として訪問し、会話するこ

とを生活支援としており、利用者側の期待値と事業者側の応対実態に

乖離が生まれやすい部分です。

次ページの表は、「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」に

まとめられている各サービスの例の一覧表です。一見すると、専門性

を要しない内容も含まれており、まさに「家族の代わり」といえるで

しょう。しかし、家族だから損得抜きにできるわけであり、これらを

報酬をいただいて業務として履行するとなると話は別です。いい加減

な対応はもちろん許されませんが、一方で一人の高齢者に付きっきり

になっていては事業として成立しなくなりますし、法や契約に基づい

て依頼者の支援をするには専門的な知識も必要になります。この家

族のようで家族ではない微妙な塩梅が本事業の難しいところです。

18 



2 身元保証、死後事務、日常生活支援など各サービスの概要

“'置図9 各サービスの例

種類 内容

① 医療施設への入院の際の連帯保証
② 介誕施設等への入所の際の連帯保証

身元保証等 ③ 入院・入所｀退院・退所時の手続きの代行
サービス ④ 死亡又は退去時の身柄の引取り

⑤ 医療に係る意思決定の支援への関与
⑥ 緊急連絡先の指定の受託及び緊急時の対応

① 死亡の確認、関係者への連絡
② 死亡診断書（死体検案困）の請求受領、火葬許可の市区町村へ
の申請、火葬許可証及び埋葬許可証の受領、死亡届申請代行

③ 葬保に関する事務
④ 火葬手続（火葬の申込み、火葬許可証の提示）に関する手続代行
⑤ 収蔵（納骨堂）、埋蔵（函処）、永代供西に関する手続代行

死後事務
⑥ 四用精算、病室等の整理、家財道具や迎品等の整理

サービス
⑦ 行政機関での手続関係（後期高齢者医掠制度頁格喪失届、国

民健康保険責格喪失届等）に関する代行
⑧ ライフラインの停止（公共料金（霜気・ガス・水道）の解約、
インターネット •Wi-Fi等の解約、固定篭話、携帯電話、 NHK

等の解約等）に関する手続代行
⑨ 残四物等の処理に関する手続代行（迫品目録の作成、相続人

等への追品・辺産の引渡し）
⑩ 笙地の管理や募地の撒去に関する手続代行

1 生活支援関係
①通院の送迎・付添い
② 買物への同行や購入物の配達、生活に必要な物品の購入

③ 日用品や家具の処分
④病院への入院や介獲施設等への入所の際の移動（引っ越し）

及び家具類の移動・処分
⑤ 介謡保険等のサービス受給手続の代行

日常生活
2 財産管理関係

支援
① 公共料金等の定期的な支出を要する投用の支払に関する手

サービス
続代行

② 生活裂等の管理、送金
③ 不動産、動産等の財産の保存、管理、売却等に関する手続

代行

④ 預貯金の取引に関する事項
⑤ 金融商品の解約・換価・売却等の取引に関する手続代行
⑥ 印鑑、印鑑登録カード等の証書・重要書類の保筐

⑦ 税金の申告・納税・還付請求・還付金の受領に関する手続

代行

［出典］高齢者等終身サポート事業者ガイドラインP6
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3 高齢者等終身サポート事業
者ガイドラインの位置付け

2024年 6 月、政府は「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン

（以下、ガイドライン）」を発表しました。そもそも、本書でも使用し

ている「高齢者等終身サポート事業」という呼称は、このガイドライ

ンが発表されてから使われるようになった呼称です。それまでは、政

府・行政の資料等では「身元保証等高齢者サポート事業」と呼ばれる

ことが多かったように記憶しています。本事業は、①利用者が高齢で

契約加入時の判断能力が衰えている可能性があること、②契約時の前

払いが発生する報酬体系であること、③長ければ数十年の長期にわ

たって継続的にサービスが提供されること、④契約者の判断能力の低

下後や死後に履行される内容を契約に含むため事後的にトラブルや争

いに発展しやすいことから、消費者保護の重要度が極めて高いです。

こうした観点から、高齢者が安心して利用できる事業者の確保を目

的にこのガイドラインが策定されました。ガイドラインの目的の項に

は「高齢者等終身サポート事業者の適正な事業運営を確保し、高齢者

等終身サポート事業の健全な発展を推進し、利用者が安心して当該事

業を利用できることに資するようにするため、本ガイドラインを策定

することとしたものである」と記載されています。本事業に問題があ

るから規制しようというより、産業として適切な形で成長・発展させ

るために作成されたものと受け取ることができます。

ガイドラインは、法律（制定法）ではありません。よって、法的拘

束力は直接的にはありませんが、高齢者等終身サポート事業者がサー

ビスを提供するに当たって、留意すべき事項や望ましい取組みを示す

ものです。また、ガイドラインは、民法の契約に関する一般原則や、
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